
【契約用】〔                      〕 

                                （令和 7 年４月 1 日版） 

 当事業所は介護保険の指定を受けています。 

      神石高原町指定 第 ３４７４６００１５６ 号 

 

 当事業所は利用者に対して介護予防サービス又は総合事業訪問型サ

ービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容，契約

上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

                          目       次 

   １，事業所経営法人 

   ２，ご利用事業所 

   ３，職員の配置状況 

   ４，当事業所が提供するサービスと利用料金等 

   ５，サービスの利用に関する留意事項 

  ６，緊急時の対応 

  ７，事故発生時の対応 

   8，苦情の受付について 

  ９，業務継続計画の策定 

 10，感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 11，その他 

───────────────────────────────

─── 

１．事業所経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 東城有栖会 

（２）法人所在地     広島県庄原市東城町川西９４７番地の２ 

（３）電話番号       ０８４７７－２－２２１５ 

（４）代表者氏名     理事長 高 原 淳 尚 

（５）設立年月       昭和４７年 ５月 ２日 

 

2．ご利用事業所 

（１）事業所の種類   指定介護予防訪問介護   

平成１８年 ４月 １日指定 

                                平成２４年 ４月 １日更新 

  シルトピア油木ヘルパーステーション重要事項説明書 

     指定介護予防訪問介護・総合事業訪問型サービス） 



                   神石高原町 第 ３４７４６００１５６ 号 

（２）事業所の目的    

   社会福祉法人東城有栖会が開設するシルトピア油木ヘルパース

テーション（以下，｢事業者｣という）が行う指定介護予防訪問介護

又は総合事業訪問型サービスの事業（以下｢事業｣という）の適正な

運営を確保するために，人員及び管理運営に関する事項を定め，事

業所の従業者等（以下，「従業者」という）が，要支援状態にある高

齢者（以下，「利用者」という）に対し，適正な介護予防訪問介護又

は総合事業訪問型サービスを提供することを目的とします。 

（３）事業所の名称    シルトピア油木ヘルパーステーション 

（４）事業所の所在地  広島県神石郡神石高原町油木甲５０７１番地１ 

（５）電話番号      ０８４７－８２－２１２４ 

（６）施設長（管理者）  正 峯 政 子 

（７）開設年月日    平成１８年４月１日 

（８）通常の事業の実施区域 神石郡神石高原町 

（９）営業日及び営業時間 

     営業日 年中無休   

     サービス提供時間帯 通常午前８時００分から午後６時００分

まで場合によって延長の可能性あり。 

  

３．職員の配置状況 

  当事業所では，利用者に対して指定介護予防訪問介護サービス又は総

合事業訪問型サービスを提供する職員として，以下の職種の職員を配

置しています。 

<主な職員の配置状況> 

  職 種      指定基準 

（１）管理者   １名 

（２）サービス提供責任者（兼務）    １名以上 

（３）ヘルパー(従業者)        ３名以上 

 

                

〈職務内容〉 

（１）管理者 

        事業所全体の管理業務を主とする。 

（２）サービス提供責任者 

        提供サービスに関する質の担保とヘルパーの人事管理を行う。 



（３）ヘルパー(訪問介護員) 

        利用者宅を訪問し実際のサービスを提供する。 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金等 

 当事業所では，利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4 条参照） 

 以下のサービスについては，利用料金の大部分(通常９割～７割)が

介護保険から給付されます。  

<サービスの概要>   

 ①相談・助言 

 ・利用者との会話を通して，訴えや課題の把握に努め，問題解決への

相談相手となることを目指します。 

 ②生活援助 

 ・調理／衣類の洗濯，補修／居室等の掃除，整理整とん／生活必需品

の買い物／その他の必要な家事／関係機関等との連絡，などの内容

について介護予防訪問介護計画に沿って提供いたします。 

 ③介護 

 ・食事の介護／排泄の介護／衣類着脱の介護／入浴の介護／洗髪／通

院等の介助／その他の必要な支援，などの内容について介護予防訪

問介護計画に沿って提供いたします。 
 

<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第８条参照） 

 別紙の料金表によってお支払い下さい。（サービスの利用料金は，利用

者の要介護度、週当たりの訪問回数、負担割合に応じて異なります） 

  〈指定介護予防訪問介護・総合事業訪問型サービス〉 

 ①介護予防訪問介護・総合事業訪問型サービス費 

 ②特別地域介護予防訪問介護加算 ※厚生労働大臣が定める地域に

所在する事業所，またはその一部として使用される事業所の訪問介

護員等により提供される場合 

 ③初回加算       

※初回の利用の日の属する月にサービス提供責任者が同行した場合

の月のみ請求 

 ④介護職員処遇改善加算Ⅰイ※月合計単位に１３．７％加算 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合，変更された額に合わせ

て，契約者の負担額を変更します。 
⑤介護職員等処遇改善加算Ⅱ ※月合計単位に２２．５％加算 

 
（２）交通費 
 通常の事業実施地域を越えた地点から訪問介護に要した交通費は，そ

の実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の



実費を徴収します。 
 通常の事業の実施地域を越えた地点から，自動車を使った場合を路程

1 ㎞あたり 30 円 
 

（３）利用料金等のお支払い方法（契約書第８条参照） 

  前記（１），（２）の料金・費用は，１か月ごとに計算し，ご請求しま

すので，翌月以降月末までに，以下のいずれかの方法でお支払い下さ

い。 

 

 ┌─────────────────────────────┐ 

ア， 窓口及び訪問介護員への現金支払い  

イ， 口座振替 ※ただし広島銀行、ゆうちょ銀行、農業協同組合

に限ります 

     ウ，下記指定口座への振り込み 

広島銀行 油木支店 普通口座３００３５８３ 

          口座名義 シルトピア油木ヘルパーステーション 

             施設長 正峯政子  

 └─────────────────────────────┘ 

（４）利用中の医療の提供について 

   医療を必要とする場合は，利用者の主治医を受診願います。 

 

（５）利用の中止・変更・追加していただく場合 

○利用予定日の前に，利用者の都合により，介護予防訪問介護サービ

ス又は総合事業訪問型サービスの利用を中止または変更の場合に

はサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

 

５，サービスの提供の利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

   実際のサービス提供にあたっては，複数の訪問介護員が交替して

サービスを提供します。 

 

（２）訪問介護員の交替（契約書第５条参照） 

 ○契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には，理由を明らかに

して，事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。

但し契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

 ○事業者からの訪問介護員の交替 

  事業者の都合により訪問介護員を交替することがあります。その場

合利用 

者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよ



う十分に配慮するものとします。 

 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第６条参照） 

   ○定められた業務以外の禁止 

    利用者は定められたサービス以外の業務を事業者に依頼すること

はできません。 

   ○介護予防訪問介護サービス又は総合事業訪問型サービス実施に関

する指示・命令 

    介護予防訪問介護サービス又は総合事業訪問型サービス実施に関

する指示・命令はすべて事業者が行います。但し，事業者は訪問介

護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮

するものとします。 

   ○備品等の使用 

介護予防訪問介護サービス又は総合事業訪問型サービス実施のた

めに必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて

いただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用

させていただきます。 

 

（４）サービス内容の変更（契約書第９条） 

  サービス利用当日に，利用者の体調等の理由で予定されていたサー

ビスの実施ができない場合，事業者は変更した介護予防訪問介護計

画に沿ってサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求

します。 

 

（５）訪問介護員の禁止行為（契約書第 1４条） 

 訪問介護員は，利用者に対する介護予防訪問介護サービス又は総合

事業訪問型サービスの提供にあたって，次に該当する行為は行いま

せん。 

    ☆医療行為または医療補助行為 

    ☆利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

    ☆利用者の家族等に対する介護予防訪問介護サービス又は総合事

業訪問型サービスの提供 

    ☆飲酒及び利用者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

    ☆利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動，政治活動，営

利活動 

    ☆その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

（６）サービス実施の記録について 

〈サービス実施記録の確認〉 



 本事業所では，サービス提供ごとに，実施日時及び実施したサービ

ス内容などを記録し，利用者にその内容のご確認をいただきます。

内容に間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお，

介護予防訪問介護サービス計画及びサービス提供ごとの記録は，契

約終了後より２年間保存します。 

〈利用者の記録や情報の管理，開示について〉（契約書第１２条参照） 

 本事業所では，関係法令に基づいて，利用者の記録や情報を適切に

管理し，契約者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際し

て必要な複写料などの諸費用は，利用者の負担となります。1 枚 

10 円） 

 

（7）利用契約の解約 

  契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約する

ことができます。 

 一 本契約を解約する場合（契約書第 5 条第３項、第 8 条第３項参

照） 

 二 利用者が入院した場合 

 三 利用者に係る介護予防サービス計画（ケアプラン）が変更された

場合 

  四 利用者が要介護認定の結果，自立または要介護となった場合 

 

６，緊急時の対応 

  従業者は，利用者の病状の急変が生じた場合や，その他緊急の事態が

生じた場合には，速やかに主治医及び各関係機関に連絡する等の必要

な措置を講じ，管理者に報告する義務を負います。 

 

７，事故発生時の対応 

（１）事業所は，利用者に対するサービスの提供により事故が発生した

場合には，応急措置，医療機関への搬送等の措置を講じ，速やか

に市町及び利用者の家族等に連絡するとともに，顛末記録，再発

防止対策に努めその対応について協議します。 

（２）事業所は，利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故

が発生した場合には，損害賠償を速やかにすることとします。た

だし，事業所及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合は

この限りではありません。 

 

８．苦情の受付について（契約書第２９条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 



  当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

 

  ①苦情受付窓口（担当者）   

        ［職名］  サービス提供責任者 福島 佐弥 

 ②受付時間   年中無休  ８：３０～１７：３０ 

            TEL 0847(82)2124   

FAX 0847(82)2259 

                        Ｅﾒｰﾙ siltopia@crocus.ocn.ne.jp 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

①神石高原町役場  所在地 〒720-1522 

広島県神石郡神石高原町小畠 1701  福祉課介護保険係 

TEL 0847(89)3535 FAX 0847(85)3541 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

 ②広島県国民健康保険団体連合会  所在地 〒730-8503  

          広島市中区東白島町 19 番 49 号 国保会館  

           TEL 082(554)0783(直通) 

                             受付時間  ８：００～１７：１５   

 ③広島県福祉サービス運営適正化委員会    所在地 〒732-0816  

       広島市南区比治山本町１２－２ 県社会福祉会館内 

              TEL 08２(254)3419 FAX 08２(252)6161 

                              受付時間  ８：3０～１７：3０            

 ④第三者委員 川上忠志 所在地 〒720-1812 

          広島県神石郡神石高原町油木甲２４００－２ 

           TEL 0847(82)0272 

                前原孝史  所在地 〒720-1901 

          広島県神石郡神石高原町小野 304 

           TEL 0847(83)0434 

（３）苦情解決の流れ 

 苦情を受け付けた場合，内容について記録し，その解決概要について

も記録することとしますが，その流れは契約書にあるとおりで，以下

のようになります。 

 ①利用者は，事業所より提供されたサービスに関して苦情があるとき

は，事業所，市町または国民健康保険団体連合会に対して，いつで

も苦情を申し立てることができます。 

 ②事業者は，利用者からの相談，苦情等に対応する窓口を設置し，提

供したサービスについて利用者から苦情の申し立てがあった場合

は，迅速かつ誠実に対応します。また，事業者は，利用者が苦情を



申し立てたことを理由としていかなる不利益な扱いもいたしませ

ん。 

 ③事業者の苦情相談窓口は重要事項説明書のとおりです。 

 ④事業者は，苦情の申し立てがあった場合は，次の手順によりその解

決を図ります。 

  ※利用者や従業者からの事情聴取等により，事実関係を把握します。 

  ※苦情に係る問題点を把握し，対応策を検討し，必要な改善を行い

ます。 

  ※利用者に対し，調査結果や講じた措置の内容を，納得が得られる 

よう説明します。なお，必要に応じて概要を記した文書を添える

こととします。 

 ⑤事業者は，苦情の解決に際しては，必要に応じて市町または国民健

康保険団体連合会へその概要について報告し，適切な対応について

指示を仰ぎます。 

 

 ９，業務継続計画の策定 

  事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対するサ

ービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期

の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じ、定期的な業務継続計画の見直しや変更を行います。 

  また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

10，感染症の予防及びまん延防止のための措置 

  事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために

次の各号にあげる措置を講じます。 

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延のための対策を検討す

る委員会（医療的ケア委員会、緊急感染症対策委員会）を定期

的に開催し、感染症発症時には即日開催します。その結果を事

業所に周知徹底します。 

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整

備します。 

（３） 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び

訓練を定期的に実施します。 

 

 

１１，その他 



（１） 事業者は、契約書の第五章、第19条本文の場合に備えて、賠償

保険に加入しています。 

（２） 事業者は、弁護士法人ALG＆Associatesと顧問契約を締結し

ています。事業者は、提供する居宅介護・重度訪問介護サービ

スに関して、利用者に対する背任行為等不適切な業務が認めら

れた場合には、弁護士法人ALG＆Associatesの監督のもと適

正な措置を講じるよう努めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日   
 

 説明場所 自宅・施設・その他(       ) 
   

  重要事項の説明を行いました。 
    シルトピア油木ヘルパーステーション  
     説明者職名 サービス提供責任者    

   

      氏 名            ㊞  

 

  重要事項の説明を受けました。 

利用者     

 住 所                 

 氏 名              ㊞  

代筆者     

 氏 名              ㊞ 

 続柄（利用者との関係）               

家族  

住 所                  

 氏 名               ㊞ 

 続柄（利用者との関係）               



＜重要事項説明書付属文書＞ 

１． 当事業所では，次の事業を併設して実施しています。 

介護保険法関係 

[介護老人福祉施設]     平成１２年 ３月３０日指定  

             ３４７４６００１７２    定員３２名 

[介護老人福祉施設ユニット型] 令和５年 ８月 １日指定  

             ３４７４６００２４８   定員３３名 

[居宅介護支援]       平成１１年 ８月３１日指定  

             ３４７４６０００３２ 

[通所介護]         平成１２年 ３月２２日指定  

             ３４７４６００１４９   定員３０名 

[介護予防通所介護･総合事業] 平成１８年 ４月 １日指定 ※同番号  

[短期入所生活介護]     平成１２年 ３月２２日指定  

             ３４７４６００１６４   定員１０名 

[介護予防短期入所生活介護] 平成１８年 ４月 １日指定 ※同番号 

[訪問介護]         平成１２年 ３月２２日指定  

             ３４７４６００１５６    

[介護予防訪問介護･総合事業] 平成１８年 ４月 １日指定 ※同番号   

障害者総合支援法関係 

[居宅介護]             平成１８年１０月 １日指定  

             ３４１４６０００４３  

[重度訪問介護]         平成１８年１０月 １日指定 ※同番号 

[短期入所]            平成１８年１０月 1 日指定 定員１０名 

[移動支援]           平成１８年１０月 １日指定  

             ３４６３８０００４９ 

[日中一時支援]         平成１８年１０月 １日指定   

                         ３４６３８００６０１ 

[就労継続支援Ｂ型]      令和 3 年 ４月 １日指定 

               ３４１４６０００７６    定員２０名 

２．隣接施設の概要 

（１）建物の構造    木造平屋建 

（２）建物の延床面積   ２４３．４６㎡  

（３）実施事業 

介護保険法関係 

[認知症対応型通所介護]   平成２１年 ４月 １日指定  

                 ３４９４６０００２０   定員１２名 



[介護予防認知症対応型通所介護]平成２１年 ４月 １日指定※同番号  

障害者総合支援法関係 

  [共同生活援助]        平成２１年 ４月 １日指定   

                         ３４２４６５００１２    定員 ６名 

（４）事業所の周辺環境 

 施設は，国道１８２号線添いに位置し，周辺には図書館や住宅，中学

校や体育館等の 施設が集まっており，自然環境に恵まれている。 

（５）交通機関  

福山方面よりお越しの方 

  車で約６０分 

  バス利用の場合，福山駅より油木及び東城行き東廻り約８０分油木

下車，東城行きに乗り換え約１０分，古市別れ下車，徒歩１５分。 

 ※油木よりタクシー５分。 

東城方面よりお越しの方 

 車で約１５分 

  バス利用の場合，東城駅前より油木及び福山行き約３０分古市別れ

下車，徒歩１５分 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

 利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針について

は，「介護予防訪問介護計画」に定めます。｢介護予防訪問介護計画」

の作成及びその変更は次の通り行います。（契約書第３条参照）   

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第１２条参照） 

当施設は，利用者に対してサービスを提供するにあたって，次のこと

を守ります。 

  ①利用者の生命，身体，財産の安全･確保に配慮します。 

  ②利用者の体調，健康状態からみて必要な場合には，主治医等と連携

のうえ，契約者から聴取，確認します。 

 ③利用者に介護事故等が発生した場合，速やかに主治医等と連携のう

え，利用者本人や家族と協議しながら最善の方法を尽くします。 

  ④利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前ま

でに，要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

  ⑤利用者に提供したサービスについて記録を作成し，２年間保管する

とともに，利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ，複写物を交

付します。 



  ⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は，サービスを提供するにあ

たって知り得た利用者又はご家族，利用者等に関する事項を正当な

理由なく，第三者に漏洩しません。（守秘義務）ただし，利用者に緊

急な医療上の必要性がある場合には，医療機関等に利用者の心身等

の情報を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙） 

    シルトピア油木ヘルパーステーション 

 （介護予防訪問介護）利用料金表       （１か月あたり） 

 

                                       (令和 6 年４月 1 日版) 

 

■ 介護予防訪問介護・総合事業訪問型サービス費   

   Ⅰ 要支援１・２（週１回程度）  １，１７6 円  

    Ⅱ 要支援１・２（週２回程度）  ２，３４９円 

    Ⅲ 要支援２（週２回を超える）    ３，７２７円 

 

■ 特別地域訪問介護加算 １５％ 

 

■ 特定事業所加算Ⅱ １０％ 

 

■ 初回加算                ２００円／回 

 

□ 生活機能向上連携加算         １００円／月 

 

■ 介護職員等処遇改善加算Ⅱ ※月合計単位に２２．５％加算 

 

  ※■は採用している基本料金及び加算 

  

 

 

 

 

 

 


